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基本計画の策定の趣旨

1 策定の目的

岩国市農林業振興基本計画 (以下「基本計画」という。)は、農林業を取り巻く情勢

の変化に対応 し、地域資源を活かした持続的 。安定的な農林業を確立できるよう、総合

的かつ計画的な施策を展開するため策定するものです。

2 位置付け

基本計画は、岩国市総合計画の農林業の振興に係る施策について、より具体的な取組

等を示すものです。

また、岩国管内の農林水産業関係機関で構成する岩国地域農林水産業・農山漁村

振興協議会で策定した岩国地域農林水産業・農山漁村振興計画との整合性を図り、

岩国市の農林業を振興する基本計画として位置づけるものです。

3 計画期間

基本計画は、岩国市総合計画後期基本計画と整合性を図り、2019年度から2022年度

の4ヵ 年の計画とします。

また、社会の情勢の変化に応 じて、適宜必要な見直しを行うものとします。
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1 農林業を支える担い手づくり

重 点 項 目 1-1 地域を支える担い手の確保・育成

〔現状と課題〕

本市の農業は、農産物価格の低迷等に伴 う後継者不足や従事者の高齢化等により、

総農家数は減少 し、農地の荒廃等が進んでいます。

林業についても、長引く木材価格の低迷による森林所有者の経営意欲の減退や、従

事者の高齢化等により、十分な施業が実施されない未整備森林が増加 しています。

こうしたことから、地域を支える担い手の確保・育成が喫緊の課題となつていま

す。

〔取組方針〕

1-1-1 新規就農者の確保 田育成

《施 策》

1-1-1-1 国 。県制度を活用 し、市独自の施策を加え、技術研修から就農・定着まで

一貫した支援を行います。

人・農地プラン検討委員会 (岩国市、岩国市農業委員会、 JA、 岩国農林

水産事務所等)に より地域の新規就農者確保に取り組みます。

県外からの移住希望者等の就農支援に取り組みます。

1-1-1-2

1-1-1-3

① 就農前準備研修

② 就農・定着支援

③ 人・農地プラン検討委員会によ

る新規就農者確保

④ 移住希望者等の就農支援

・長期農業研修受講に係る研修生支援、指導

農家支援等を実施する。

・経営開始時の給付金支給、農地賃借料無償

化、農業機械等購入補助、運転資金無利子

貸付等を実施する。

・地域からの申し出に基づき新規就農者確保

プランの作成等に取り組む。

・首都圏就農相談会、県内産地視察バスツア

ーヘの参加、農大紹介ツアーの実施等に取

り組む。

・地域のニーズに応 じた、地域おこし協力隊

の活用に取り組む。

‐
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〔取組方針〕

トト2 新規林業就業者の確保 口育成

《施 策》

トト2-1 林業事業体が行う就業後研修を支援します。

トト2-2 林業事業体の労働環境改善に向けた取組を支援します。

1-1-2-3 岩国地域林業振興連絡協議会 (岩国市、東部森林組合、岩国農林水産事務

所等)により新規就業者確保に取η組みます。             ＼

〔取組方針〕

トト3 多様な担い手の育成 田支援

《施 策》

トト3-1 地域農業・農村の活性化に向け率先して取り組む女性リーダーの育成に取

り組みます。

トト3-2 将来の中心経営体として地域農業・農村の活性化に取り組む兼業農家等を

支援します。

〔達成度を測る指標〕

・新規就業者が、林業に必要な基本的技術を

習得するための研修受講等を支援する。

・労働環境の整備を図るため、高性能林業機

械の導入を支援する。

③ 岩国地域林業振興連絡協議会

による新規就業者確保

・県が就業希望者を対象に実施する技術取得

研修への参加者確保に取り組む。

② 高性能序鶴械による施業促進

① 「緑の雇用」事業

① 女性の活動促進 ・女性農業者のリーダーとしての資質向上とネ

ットワークづくりの取組みを支援します。

1年間の新規就業者の数 (農業) 3 10

1年間の新規就業者の数 (林業) 5 7

‐
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重 点 項 目 1-2 経営体の育成 D支援

〔現状と課題〕

中山間地域を中心とした本市の農業は、小規模経営がそのほとんどを占めており、

担い手の経営を安定化するためには、意欲ある担い手に農地を集積 し、経営の規模

拡大を促進することが課題 となつています。

林業では、林家の山林は、森林組合などの「林業事業体」が造林・伐採等の作業

を担つており、今後、森林を適正に維持・管理 し、森林の多面的な機能を将来にわ

た り持続的に発揮させていくために、林業の中心的担い手である林業事業体の育

成 。強化が課題となつています。

〔取組方針〕

卜2-1 農業経営体の育成 a強化

《施 策》

1-2-1-1 本市の各地域において策定した「人・農地プラン」に基づき中心経営体を

支援 します。

集落営農の法人化の取 り組みを支援します。

農地中間管理機構を活用 した農地集積を支援 します。

1-2-1-2

1-2-1-3

① 「人・農地プラン」を基とした

地域の話し合い活動の促進

② 農業用施設等の整備支援

③ 融資制度による経営支援

④ 農地中間管理機構を介した農

地集積の促進

⑤ 農地耕作条件の改善

。岩国市担い手育成総合支援協議会、岩国市

農業委員会との連携により支援する。

・戦略作物生産拠点整備事業、新規就農者経

営安定対策事業等により農業用施設等の整

備を支援する。

・スーパー L資金などの活用による、低利な

融資による経営支援を行 う。

・農地利用の最適化に向けた農業委員会との

連携強化を図るとともに、地域集積協力金、

経営転換協力金の活用により集積を加速化

する。

。担い手への農地集積を推進するための区画

整理や高収益作物への転換を図るためのりF

水対策の導入等の取組みを支援する。

。
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〔取組方針〕

1-2-2 林業事業体の育成 B強化

《施 策》

1-2-2-1 岩国地域林業振興連絡協議会等と連携し、林業事業体の強化に努めます。

〔達成度を測る指標〕

① 森林組合の育成 。強化

② 森林整備地域活動支援交付金

③ 県森林整備加速化・林業再生事

業

・必要労働力の確保、他の林業事業体との連

携等を支援する。

・効率的な林業生産活動を行 うために必要な

施業の集約化を支援する。

・安定的・効率的な供給体制の構築を図るた

め高性能林業機械等の整備を支援する。

中心経営体の経営面積 (ha) 726 834

集落営農法人の延べ数 (経営体) 9 13
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2 活力ある農山村づくり

重 点 項 目 2-1 需要に応じた農林産物の生産振興

〔現状と課題〕

近年、消費者等の需要として、農産物は、地域の独自性があり、安全で新鮮・高

品質な物を安定的に供給されることが求められています。

地域の特産物である、れんこん、トマ ト、わさび、肉用牛などを安定供給できる

よう生産振興を図つていく必要があります。

林業においては、適正な森林整備を進めながら、森林資源の有効活用を図るため、

搬出間伐 。主伐による地域木材の生産を積極的に推進していく必要があります。

〔取組方針〕

2-1-1 地域特産作物の生産振興

《施 策》

2-1-1-1 地域特産物のれんこん。岸根ぐり、わさび等の生産振興に取り組みます。

〔取組方針〕

2-1-2 畜産物の生産振興

《施 策》

2-1-2-1 和牛の生産を強化します。

6

① 生産組織への支援 ・れんこん振興協議会等の生産振興に向けた

取組を支援 します。

・山口県東部くり協議会を支援 し、岸根ぐり

の再生を図る。

・たけのこ産地再生に向けた取組みを支援 し

ます。

② 生産基盤の強化支援 ・岸根 ぐりの苗木の供給体制の整備や、園地

の整備を推進 し、改植・新植を進める。



① ブランド牛産地づくり事業

② 和牛ブランド化対策事業

③ 山口型放牧事業

④ 共進会開催支援

⑤ 飼料作物栽培推進事業

⑥ 家畜衛生診療対策

・市有牛として優良雌牛を導入 し、畜産農家

に貸付けすることで、肉用牛の増殖改良を

図り、優秀な子牛生産を促進する。

・岩国和牛のブラン ド化を加速・推進するた

め、肥育及び一貫畜産農家が、市内産の子

牛を県内市場から導入する場合に、購入経

費の一部を支援する。

・転作田や遊休農地等今繁殖雌牛を放牧し、

農地の保全管理を行 うと共に、肉用牛生産

の低コス ト化を推進する。

・和牛の改良とブラン ド牛産地の確立を図る

ため、共進会の開催を支援する。

・肉用牛生産の安定化及び飼料作物の自給率

向上、農地の有効利用を図るため飼料種子

購入の助成を行 う。

・安心できる畜産物の生産を確立するため、

東部地区家畜診療所の運営を支援し、飼育

の衛生管理指導を行い、家畜診療による病

気の予防を図る。

〔取組方針〕

2-1-3 水田を利用した農産物の生産振興

《施 策》

2-卜3-1 水田フル活用ビジョンに基づく農産物づくりの生産振興に取り組みます。

① 経営所得安定対策事業 ・水田を活用 した、主食用米以外の麦 。大豆・

酒米・飼料用米などの振興について、岩国

地域農業再生協議会と連携 して推進する。

② 農業機械等の整備支援 。米、麦、大豆、飼料用米等の生産の省力化

のための農業機械整備を支援する。

③ 戦略作物生産拠点整備事業 ・戦略作物の産地化による供給の拡大を推進

するため生産拠点施設整備を支援する。

④ 生産組織の支援

‐
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・野菜重点品目産地化支援事業により、重点

推進品日の生産に対 して補助等を行い、産

地化を支援する。



⑤ りんどうの生産拡大

〔取組方針〕

2-卜4 安心・安全な農産物づくりの推進

《施 策》

2-1-4-1

2-1-4-2

・ りんどうの栽培を開始 した、 JA花き部会

の取組を支援する。

農業生産工程管理(GAP)の理解促進に取り組むとともに、JGAP認証の推進を

図ります。

農薬の適正使用を推進します。

〔取組方針〕

2-卜5 地域木材の生産振興

《施 策》

2-卜5-1 搬出問伐、主伐による地域木材の生産振興に取り組みます。

① JGAP取得の推進

② 生産部会への啓発、研修

・関係機関と連携 し、農業生産活動を行 う上

で必要な関係法令などの内容に即した点検

項目に沿つて生産管理を実施する「農業生

産工程管理 (GAP)」 の取得を推進する。

・農薬の適正使用について、岩国地域農薬安

全対策推進協議会 と連携 し、生産者へ啓

発・指導などを行 う。

・森林経営計画に基づく、施業の集約化、計

画的な枝打ちや搬出間伐等の森林整備を支

援する。

・市有林について計画的に造林事業を実施す

る。

・搬出間伐の推進を図るため高性能林業機械

等の整備を支援する。

① 一般民有林造林事業

② 市有林造成事業

③ 県森林整備加速化・林業再生事

業 (再掲)

‐
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〔達成度を測る指標〕

2-2 農林産物の商品力強化と地産 □地消の推進

〔現状と課題〕

農林業の活性化に向けては、地域農林産物の消費拡大、需要拡大を図つていくこ

とが重要です。このため、地域農林産物のブラン ド化や地産・地消推進拠点、学校

給食等での地域産食材の利用促進、公共施設等での地域木材の利用促進の取組みを

進めていく必要があります。

〔取組方針〕

2-2-1 地域ブランド化の推進

《施 策》

2-2-1-1

2-2-1-2

地域農林産物の特色を見出し、地域ブランド化を推進 します。

ブラン ド化 した農林産物の地域独自性をPRし、ブランド価値を高め、消

費拡大を進めます。

9

れんこん共販出荷量 (t) 232 250

栗共販出荷量 (t) 22 60

ブラン ド米出荷量 (結びつき米)(t) 962 1,000

ブラン ド牛の飼育頭数 (頭 ) 49 80

山口型放牧の実施面積 (ha) 19 31

りんどう出荷本数、栽培面積 (千本、a) 38、 30 200、 100

JGAP認 証件数 (件 ) 1 2

民有森林施業面積 (ha) 203 246

搬出間伐面積 (ha) 105 140

① 生産・流通・販売の支援 ・特色ある産物が地域のブランド品となるよ

う、生産支援や販売促進、広報、宣伝活動

を支援する。



〔取組方針〕

2-2-2 他産業との連携推進

《施 策》

2-2-2-1 生産・カロエ・流通・販売が一体となつた6次産業化を推進します。

2-2-2-2 農商工等連携を推進 します。

〔取組方針〕

2-2-3 地域農産物の利用促進

《施 策》

2-2-3-1 農産物直売所の農産物 。加工品等の確保と需要の拡大に取り組みます。

2-2-3-2 学校給食への地場産食材の供給。拡大に取り組みます。

〔取組方針〕

2-2-4 地域木材の利用促進

《施 策》

2-2-牛1 公共建築物等への木材利用を促進します。

2-2■-2 「市産住宅用木材」の利用を促進します。

2-2+3 未利用材の活用を促進します。

① 6次産業化法による認定支援

② 農商工等連携促進法による認

定支援

・農林業の生産者自らが、加工・販売を一体

的に行 う6次産業化を推進するため、「総合

化事業計画」認定の支援をする。

・農林業者が中小企業者と共同で新商品開発

等に取り組む 「農商工等連携事業計画」に

ついて、認定の支援をする。

① 地産 。地消の推進 ・地場産農産物の情報発信を進め、生産者・

消費者双方の地産 。地消への意識向上を図

り、需要の拡大を推進する。

・学校給食においても関係機関と連携 して地

場産食材の利用拡大に向けて供給体制を構

築する。
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① 公共建築物等における木材利

用促進

② 錦帯橋備蓄林整備事業

③ 岩国産木材市産市消促進事業

④ 岩国木材利用促進事業

・岩国市の学校や官舎などの公共建築物等に

おいて積極的に木造化、本質化を推進する。

・錦帯橋用材として長期にわたる健全な森林

整備を行い、岩国市産材としてのブランド

イ監を図る。

・市内産木材の需要を高めるため、優良な市

内産木材を利用 した住宅に助成金を交付す

る。

・木質バイオマスエネルギーとして未利用問

伐材を原料とした市内産のペ レントの利用

促進を図るため、ペレットス トーブの購入

費の一部を助成する。

〔達成度を測る指標〕

2-3 農林業生産基盤の整備

〔現状と課題〕

農山村での農業生産を持続的、効率的に行うためには、農道、用排水路、農地区

画整理、暗きょ排水などの農業生産基盤の整備を推進していくことが必要です。

また、林業では効率的な森林施業を実施していく上で必要な林道や路網の整備を、

山口県岩徳流域森林計画 。岩国市森林整備計画等に基づいて行う必要があります。

〔取組方針〕

2-3-1 農業生産基盤の整備

《施 策》

2-3-1-1 農地・農業用施設の整備を推進します。

6次産業の総合化序業計画の認定数 lイ牛) 1 3

JA農産物直売所販売高 (千円) 300,000

学校給食における地場産食本オ不ll用率 (%) 45 70

優良木の家着工戸数 (年間戸数) 10 25

‐
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① 県営中山間地域総合整備事業

(再掲)

② 農地耕作条件改善事業

③ JF水路等整備事業

④ 農林業施設維持原材料支給制度

⑤ 単独農業農村整備事業

⑥ 果樹園整備事業

・農業の生産条件等が不利な中山問地域におい

て用排水路、暗きよ排水等の農業生産基盤の

整備や生活環境整備を総合的に行 う。

・農地中間管理機構と連携 し、担い手への農

地集積を推進するための区画整理や暗渠排

水等水田高機能化への取組みを支援する。

・効率的な生産条件の整備を図るため、未整

備のJF水路等を改修する。

・施設の機能保全を図るため、地元管理の農

道・水路などの維持管理に要する資材を支

給する。

・農業経営基盤の改善を図るため、国 。県の

補助対象とならない、かんがい排水などの

整備を支援する。

・果樹 (く り。かんきつ等)経営基盤の改良

のための支援を推進する。

〔取組方針〕
.

2-3-2 林業生産基盤の整備 ,

《施 策》

2-3-2-1 林道等の路網整備を推進します。

〔達成度を測る指標〕

② 一般民有林造林事業 (再掲)

① 林道開設事業 ・効率的な林業経営や森林の適切な維持管理

のための林道の開設を行 う。

・森林経営計画に基づく、施業の集約化、計

画的な枝打ちや搬出間伐等を促進するた

め、作業路の整備を行 う。

農業生産基盤整備数 (地区) 12 18

林道密度 (m/ha) 5。56 5。58
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重 点 項 目 2-4 農山村の生活環境の向上

〔現状と課題〕

農山村地域においては、高齢化の進行等で人口が減少し、小規模集落では生産活

動や生活維持活動を行う上での共同作業が困難になるなど、集落機能が低下してい

る状況にあり、農業生産基盤の整備と併せて生活環境整備を充実させることが課題

となっています。

また、鳥獣による農林産物の被害が絶えず、農林業のみならず生活環境にも影響

を及ばしており、被害対策を行うことが重要な課題となっています。

〔取組方針〕

2-4-1 生活環境の整備

《施 策》

2-4-1-1 農山村生活環境の整備・保全を推進します。

① 県営中山間地域総合整備事業

(再掲)

② 林道開設事業 (再掲)

③ 農村生活環境施設の保全・整備

④ 林道施設点検診断・保全整備事

業

・農業の生産条件等が不利な中山間地域にお

いて農業・農村の活性化を図るため、農業

生産基盤の整備や集落道、営農飲雑用水の

生活乗境整備を行 う。

・農山村地域の振興や生活環境改善を図るた

めに林道の開設を行 う。

・農山村地域に整備された営農飲雑用水施設、

農業集落排水施設、農道施設の機能を維持

するため、保全・整備を行う。

・農山村地域に整備された林道施設の機能を

維持するため、点検診断・保全整備に努め

る。
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〔取組方針〕

2-4-2 地域共同活動の促進

《施 策》

2-4…2-1 集落での共同活動を支援します。

〔取組方針〕

2-4-3 鳥獣被害防止対策の推進

《施 策》

2-4-3-1 岩国市鳥獣被害防止計画に基づき「侵入防止」、「捕獲」、「生息地管理」の

3つの対策を総合的に実施 します。

① 日本型直接支払制度の推進 。中山間地域直接支払交付金や多面的機能支

払 (農地維持支払・資源向上支払)交付金

などで、集落ぐるみでの共同活動を支援す

る。

① 鳥獣被害の防護対策の推進

② 有害鳥獣の捕獲対策の推進

③ 山口型放牧事業 (再掲)

。国の鳥獣被害防止総合支援事業などを活用

し、集落全体でイノシシ等の侵入防止柵の

設置の整備を推進する。

・獣害防止対策事業により戸別農家によるイ

ノシシ等の侵入防止の整備を促進する。

・猟友会との連携により、捕獲計画に基づい

た有害鳥獣の捕獲を実施する。

・箱ワナなどを計画的に整備し、有害獣の捕

獲を実施する。

・イノシシ等の有害鳥獣捕獲者報奨金を交付

する。

・ジビエ利活用の先進事例情報の収集と検討

を行う。

・転作田や遊休農地等へ繁殖雌牛を放牧 し、

農地の保全管理を行 うことにより、イノシ

シ等の有害獣の被害を軽減する。
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中山間地域等直接支払交付金協定面積

(ha)
694 710

多面的機能支払 (農地維持支払・資源

向上支払)交付金協定面積 (ha)(再

掲)

732 800

有害鳥獣 に よる農林産物の被害額

(千円)

34,475 30,000

イノシンの捕獲数 (頭) 912 1,300

〔達成度を測る指標】

2-5 農林業を活用した交流促進

〔現状と課題〕

近年、都市住民の農林業・農山村に対する関心が高まうている一方、農山村地

域は、過疎化 。高齢化が進行しています。

農山村の豊かな地域資源を活かし、農作業体験等を通じた都市住民との交流を

促進することにより、農山村の活性化を図ることが必要です。

〔取組方針〕

2-5-1 都市・農山村交流の促進

《施 策》

2-5-1-1 農業体験活動や農山村資源 。文化の伝承活動等、都市住民との交流を促進

します。

① 農作業体験の推進 ・農業体験活動を通した農業への理解醸成や

都市住民等との交流による地域活性化等、

地域協働活動を実施する団体の活動を支援

する。

② 交流イベントの支援

‐15‐

・女性やシルバー世代の朝市等の交流活動を

支援し、地域交流活動を促進する。

・交流体験施設を有効に活用し、地域住民と

都市住民との交流活動を促進する。



③ 森林公園の利用と森林体験学

習の推進

④ 里山交流の推進

。西中国山地国定公園の寂地山、羅漢山県立

自然公園、高照寺山グリーンパークなどの

豊かな自然景観のある地域を、緑化活動や

森林浴、森林体験の場として活用を図る。

・小中学生を対象とした森林体験学習の実施

を支援する。

・森林体験交流施設などの利用促進を図るとと

もに、木工芸などの体験を通じて交流活動を

促進する。

・植樹活動などにより「近い森」を再生する

里山イベントの開催を支援する。

〔取組方針〕

2-5-2 農村女性の活動促進

《施 策》

2-5-2-1 農林業に従事する女性組織・グループの活動を支援します。

〔達成度を測る指標〕

① 女性農業者グループ等への活動

支援

・農産物の加工技術や経営に関する情報交換

を積極的に行 う女性農業者グループ等の活

動を支援する。

・女性グループ等が農産物直売所等で行 う交

流活動を支援する。

都市農村交流人日 (人/年 ) 10,600 17,000
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3 自然環境の保全

重 点 項 目 3-1 多面的機能の維持・強化

〔現状と課題〕

農林業・農山村は、安全・安心な農林産物を供給する役割だけでなく、その生産

活動を通じて国上の保全、水源の涵養、自然環境の保全、災害の未然防止など、様々

な役割を有しており、その役割による効果は、地域住民をはじめ市民全体が享受し

ています。

このため、農林業・農山村がこれらの多面的機能を十分に発揮できるよう、農地

や森林を保全し、農林業の持統的な発展に努めていくことが重要です。

〔取組方針〕

3-1-1 農地 日農業用施設の整備 日保全

《施 策》

3-1-1-1 農地及び農業用施設の防災事業を推進します。

3-トト2 日本型直接支払制度の活用を推進します。

① 農地・農業用施設の防災事業

② 多面的機能支払 (農地維持支

払、資源向上支払)交付金

③ 中山間地域等直接支払交付金

④ 環境保全型農業直接支払交付

金

・ため池の改修や切開、地すべ り防止対策、

頭首工の改修、海岸保全施設の整備を行 う。

・地域資源である農地・水路・農道の維持と

質的向上を行 う共同活動を支援する。

・中山間地域の耕作放棄地の防止と多面的機

能を確保する共同活動を支援する。

・地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の

高い営農活動を支援する。
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〔取組方針〕

3-卜2 森林の整備 “保全

《施 策》

3-卜2-1 治山事業を推進します。

3-卜2-2 適切な森林整備を促進します。

3-卜2-3 森林環境譲与税 (仮称)を活用した森林整備を推進します。

〔達成度を測る指標〕

② やまぐち森林づくり県民税事

業

③ 一般民有林造林事業 (再掲)

④ 森林環境譲与税を活用 した森

林整備

① 県営治山事業 ・山地災害を未然に防止するとともに、生活

環境の保全のための施設整備や森林整備を

行 う。

・森林の多面的機能を発揮させるため、混交

林への誘導、繁茂した竹の伐採など豊かな

森林づくりを行 う。

・森林経営計画に基づき、作業路の整備、施

業の集約化、計画的な枝打ちや搬出間伐等

を促進する。

。森林経営管理法 (森林経営管理制度)に基

づき森林所有者の今後の経営管理の意向を

把握するため意向調査を実施する。

・森林環境譲与税を活用した森林整備等を推

進する。

多面的機能支払 (農地維持支払・資源

向上支払)交付金協定面積 (ha)
732 800

中山間地域等直接支払交付金協定面積

(ha)(再掲)

694 710

治山ダム等の整備数 (地区) 12

民有森林施業面積 (ha)(再掲) 203 246

18



3-2 自然環境保全の担い手の確保 口育成

〔現状と課題〕

近年、森林の荒廃が進んでいることから、森林についての機能 。役割について、

市民の理解者、協力者を増やす取組みを進めるとともに、森林づくりの活動に取

組むボランティア団体等の育成を推進 していく必要があります。

〔取組方針〕

3-2-1 環境ボランティアの育成

《施 策》

3-2-1=1 森林活動に取り組むボランティアの育成に努めます。

3-2-卜2 緑の募金による森林づくり運動を推進します。

〔達成度を測る指標〕

・森林活動に必要な林業機械等の貸出し等支

援を行 う。

・岩国市緑化推進委員会と連携 した「緑の募

金」を促進 し、植樹などの緑化活動を進め

る。

・市民・事業者・行政が一体となり、豊かな

自然環境の保全を推進する。

① ボランティア活動の支援

② 緑化運動の推進

森林活動に取り組むボランティア団体

数
5 7
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岩国市の農林業の概況

(1)農家数 (2015年 農林業センサス)

(2)農業従事者数 (2015年農林業センサス)

(3)経営耕地面積規模別経営対数 (2015年農林業センサス)

(4)経営耕地面積 (2015年 農林業センサス)

(5)耕作放棄地面積 (2015年 農林業センサス)

(単位 :戸 )

(単位 :人 )

(単位 :経営体)

(単位 :ha)

(単位 :a)

区分
販売農家戸数

計
自給的農家

岩国市
(41.5%)

1,673

(21.0%)

846

(1.816)

71

(18,7,l)

756

(58.516)

2,360

山口県
(57116)

20,307

(22.4%)

7,978

(4.l ll)

1,457

(30.5%)

101827

(42.9%)

15,235

区分
農業従事者数

計

岩国市
(100%)

3,435

(26.2%)

901

(12.3%)

423

(61.5%)

2,111

山口県
(100%)

451793

(31,8%)

14.571

(14.0%)

61407

(53.9'6)

24.675

区分
経営体数

岩国市
(100,6)

1,743

(41,996)

731

(40.316)

703

(14,7%)

257

(1716)

29

(1.3%)

23

山口県
(100%)

21,417

(28.416)

6,076

(37.3%)

7,996

(27.8%)

5,959

(3.31も )

701

(32%)

685

区分
経営耕地面積

計

岩国市 1,437 1,230 127 80

山口県 29,343 25,954 1,929 1,460

区分
耕作放葉地面積

計

岩国市
(100%)

75,203

(19,8%)

14,854

(27.8%)

20,903

(52.5%)

391446

山口県
(10016)

860,644

(21,7%)

186,611

(20.4%)

175,398

(57.9%)

4981635
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岩国市 712.0722.6
|

6.7 8.9

(6)普通作物(水稲田麦B大三)の作付面積 (平成29年度経営所得安定対策)

(単位 :ha)

(7)野菜の出荷量(平成29年度市場出荷量)

(3)奮産物の飼養農家戸数と飼養頭羽数(平成20年度奮産状況調査)

(単位 :表内肥職)

(単位 :戸、頭羽)

岩国市 389t 99t 109,240′くック 14t 10',836凍

農家戸数 40 2 2 28 2

飼養頭羽数 2,083 65 5,748 525 160p00
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(9)森林の状況(H20山田県森林林集統計要覧)

(10)保有山林面積規模別経営体数(2015年 農林巣センサス)

(11)森林組合作集班員数(H20山 田県森林林業儀計要覧)

・   ・      (単 位 :人 )

(単位 :ha)

(単位 :経営体)

岩国市 87β 72 71279 70,745 68,980田可 33.656卸 J 775 731 534

山田県 6119253 438β 18 436,931 11・482 425,440
|

224,719M引 11,991 300 4・711 1,987

岩国市
(100“ )

307
(10%)

3

(25,7X)

79
(3013%)

93
(24.4L) (7.5X)

23
(as%)
17

％

・

３

７

２
(2.6%)

8
(0.7銘)

2

山口県
(100%)

2.007

(1お%)

33
(29.2“)

586
(30.0%)

603
(22,0%)

441

(7.2X)

144
(i3%)

106
(2,7“ )

55
(1,2粥)

25
(0。7%)

14

岩国市 55

山口県 318

剛
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用 語 解 説

あ行 朝市
決まつた日時、場所で、生産者が持ち寄つた地元の野菜や魚介類等を直売する市 (い

ち)

飲雑用水
(いんざつようすい)

農業生産と農村生活の両面にわたる多目的用水。

エコやまぐち農産物認証制度

有機質資源の堆肥などへの循環利用、農業用資材の循環和J用 を行 うと共に、化学肥料や
化学農薬の使用量を30%低減 し、消費者ニーズに対応 した農産物の安定生産及び環境
への負荷低減を図る循環型農業を推進 しており、これを実践する農業者を「エコファー
マー」として認定。

か行 改植

植物の植え替え。通常は果樹の植え替えを指す。果樹では経営上有利な優良品種に植え
替えることが必要。高接ぎによつて品種の更新ができる場合もあるが、改植 とは言わな
い。

岸根ぐり
山口県岩国市美和町岸根地区を原産とする晩生の大栗で、大正 2年、その地名から「岸
根栗」 (がんねぐり)と して品種登録。

間伐 (かんばつ) 生育途上で過密となつた森林を、適正な密度に関引く伐採。

共進会、共励会
技術力の向上や生産者団体の発展を目的として、家畜や畜産物を出品し優劣を競いあう

共同活動
農地・水保全管理制度で、農村地域内や周辺に広がる農地・用りF水路、耕作道などを地
域ぐるみで管理する活動。

黒毛和種 牛の品種のひとつ。 日本独自の内専用品種であり、肉質が優れている。

耕作放乗地
農林水産省の統計調査における農地区分で、調査 日以前 1年以上作付せず、今後数年の

間に再び耕作するはつきりした意思のない土地。

高性能林業機械
従来のチェーンツーや集材機等に比べて、作業の効率化や労働強度の軽減等の面で優れ
た性能をもつ林業機械。

さ行 地すべ り

山の麓や丘の斜面で地面が動き出すもので、地質的に粘上などのすべ りやすい層に地下
水の浸透によることがほとんどの原因とされてお り、発生防止のために、地表の水を速
やかに排除する水路工、地下水を取り去る排水 トンネルエや集水井工、地すべ り頭部の

上塊を取 り除く排土工などの抑制工、動く上塊を止める杭工、シャフ トエ、アンカーエ

や上塊を押さえる擁壁工などの抑止工などによつて対策する。

地場産食材 地元で生産や水揚げされた農水産物。

市町鳥獣被害防止計画
鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策を総合的かつ効果的に実施す
るため、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律J

に基づき、市町が定める計画。

新規就業者 (農林業)
(農業)当該年度において農業経営を開始 した者及び農業法人等に就業 した者。 (林

業)当該年度において、新たに森林組合など林業事業体の雇用された作業班員。

集約化施業
(し ゅうやくかせぎょう)

一定のまとまりのある区域内において、切捨間伐、搬出問伐、再造林等の複数の施業地
をとりまとめ、計画的に林内路網を整備 して、高性能林業機械等により効率的・低コス

トな施業を行 うこと。

集落営農法人
1～数集落を単位に、関係農家の農地利用の合意形成のもと、効率的な営農を実践する
農業生産法人。

主伐
更新または更新準備のために行 う伐採もしくは複数の樹冠層を有する森林における上層
木の全面的な伐採。

飼料作物 家畜のエサ向けに栽培される作物 (牧草、飼料用イネなど)。

人工林
天然 (自 然)林に女、すして、人為を加えて人工造林や天然更新で成立した森林を示す。一

般には人工造林による森林を示すことが多い。

森林経営計画
森林所有者、又は森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行 う一体的なま
とまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年 を1期 とする
計画.

森林資源
古くから、薪炭材として燃料を供給するとともに、木材、パルプとして利用や、水の保
持、地形・土地の保全、大気の浄化などのさまざまな役割を指す。

水源かん養機能
森林の上壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化 して洪水を緩和するとと

もに、河川の流量を安定させる機能。また、雨水が森林土壌を通過することにより、水
質が浄化される。
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生活改善実行グループ

農家生活の改善の学習活動や、地域の資源とグループ活動で培つた技術を活かした体験
交流や、地産・地消の推進のための朝市活動など、消費者等に農業・農村の理解促進を
図るための活動を行 う農村女性の組織。岩国地域では 3つの旧市町生活改善実行グルー
プ連絡協議会 (岩 国、由宇、玖珂、周東、錦、本郷、美川、美和)で構成されている。

た行 ため池の切開 (せ っかぃ)

ため池決壊による貯留水の流出防止を目的として、ため池堤体地盤面まで堤体を切 り下
げること。

地域木材 地域の山林で生産された素材 (原木)を県内の製材工場等で製材・加工した木材。

地球温暖化防止
大気中に存在する二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度上昇が地球温暖化の原因と考え
られることから、森林が二酸化炭素の吸収源として大きな役割を果たし、温暖化防止が

可能になる。

地産・地消 地元で生産された農産物を地元で消費すること。

中山間地域等直接支払制度
国の制度で、中山問地域など農業生産条件が不利な地域において、生産条件の格差を補
てんする農業者への交付金の交付により、農業生産活動等の維持・発展を通じて耕作放
棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するもの。

中心経営体 人・農地プランに位置付けられた今後の地域農業の中心となる経営体。

鳥獣被害対策
有害鳥獣による農林水産物への被害を防止するための対策で、防護柵を整備して被害を
防いだり、はこわなやくくりわななどにより鳥獣を捕獲する方法などがある。

頭首工
(と うしゅこう)

河川から灌がい水を水路に取入れるための工作物の総称。可動堰、固定堰や取水水門な
ど。

土地改良区
土地改良事業を実施することを目的として土地改良法に基づいて設立される農業者の組
織。

都市・農山村交流
都市と農山漁村を行き交う新たなライフスタイルを広め、都市と農山漁村それぞれに住
む人々がお互いの地域の魅力を分かち合い、「人、もの、情報」の行き来を活発にする

取組み。        ,

な行 日本型直接支払い

現在、政府が検討中の制度。農業の持統的発展を図る観点から、農業の有する食料供給
以外の多面的 (国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成、文化伝承等農業生産
活動を通じて維持される多面的機能)な機能を評価し、支援する制度を「日本型直接支
払いJと して設計検討している。

農業生産工程管理

(GAP)

農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工

程管理の取組。取り入れることにより、持続可能性の確保、競争力の強化、品質の向
上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消費者や実需者の信頼の確保が期待さ
れる。

農商工連携

農林水産業者と商工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り、新商品・新
サービスの開発等に取り組むこと。この取組みは2007年 (平成19年)H月 から動き始
め、農林水産省と経済産業省が共同で支援している。

農地中間管理機構
高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しくなつた農地を借り受け、認定農業
者や集落営農組織などの担い手に貸 し付ける公的機関。都道府県に一つずつ設置され、
農地の集約化や耕作放棄地の解消を推進する。農地バンク。

農地バンク 農地の集約を進めるため、農地の売買や賃貸借を仲介する仕組。

農薬適正使用基準
登録農薬は、国の厳しい審査を経て登録され、安全性、使用について厳しい基準があ
る。

は行 排水機場 堤防内の水氾濫を防ぐため、内水をポンプにより強制的に川に排出する施設。

伐採 (ば っさぃ)

森林の木竹を伐 り倒すことであり、通常は丸太を生産する行為。林業における伐採の種

類には主伐 (し ゅばつ)、 間伐 (かんばつ)、 除伐 (じ ょばつ)、 皆伐 (かいばつ)、

択伐 (た くばつ)がある。

繁茂竹林
(はんもちくりん)

放置され繁茂拡大した竹林。

肥育 食肉を生産するために家畜を飼育すること。

人・農地プラン

農業が厳 しい状況下で、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる人と農
地の問題を一体的に解決 していく必要があり、このため、それぞれの集落・地域におい

て徹底的な話 し合いを行い、集落 。地域が抱える人と農地の問題を解決するために作成
した 「未来の設計図Jを指す。

24



ペ レットス トーブ
木質ペ レットを燃料とするス トーブ。煙突が必要な従来型のグルマ型、小判型ス トーブ

もあるが、ペ レット自動供給装置付きのFF式 (煙突を屋外に設置し、排気や吸気を行 う
方式)フ ァンヒーターもある。

防護柵
鳥獣の農地への侵入を防ぎ、農作物を食害から守るための柵。 トタン板、金網フェン
ス、ワイヤーメンシユ、ネット、電気柵などがある。

ま行 緑の雇用
林業の担い手育成と過疎地の定住促進を目的に、森林組合が雇用する作業員に対する研
修費として公費から補助金を交付する制度。

結びつき米

「人、もの、土地」といつた地域の資源・特性を活かした米づくりが旧町村 (小学校
区、 JA支所単位)の広がりを単位に取り組まれ、卸売業者とJAが一定の約束事によ

る取引等により結びついた米。

木質ペ レット 燃料にするために問伐材・廃材 。おがくずなどを固めたもの。

木造・木質化

木造化とは、施設の構造耐久上主要な部分 (柱、梁、壁等)の全て又は一部に地域木材
を使つて木造とすること。木質化とは、建築物の内装及び外装の全て又は一部に地域材
を用いること。

や行 山口型放牧
中山問地域等の生産条件が不利な地域において、草地造成を伴わない棚田や急傾斜地等
の条件を活かした低コス トで省力的な飼養管理ができる放牧方法。

やまぐち森林づくり県民税
森林の持つ多面的な機能の回復を図るため、平成 17年 4月 から導入され、荒廃 したス

ギやヒノキの人工林の再生や繁茂した竹林の整備など、荒廃森林の再生事業に活用され
ている。

用排水路 1本の水路が用水路と排水路の 2つの目的に使用されているもの。

ら行
猟友会
(り ょうゆうかい)

市町村程度の地域毎にある狩猟者が所属する団体。各地元猟友会は各都道府県猟友会の

団体会員となつており、各都道府県猟友会は (社)大 日本猟友会の団体会員となつてい
る。野生鳥獣の保護増殖、狩猟事故・違反防止対策、狩猟共済等のほか、外来動物によ
る生態系の破壊、農作物被害などを防ぐために、有害となる鳥獣の捕獲も行つている。

林業事業体
森林所有者等からの委託または立木の購入によつて、造林・伐採等の林内作業を担って
いる森林組合と素材生産業者等。

路網
(ろ もう)

森林内にある公道、林道、作業道の総称、又はそれらを適切に組み合わせたもの。

教宇 6次産業化

第 1次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料と
した加工食品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、第2

次産業や第 3次産業にまで踏み込むこと。

アフレ

フ ァ

ベ ッ

ト

JGAP
農場やJA等の生産者団体が活用する農場 。団体管理の基準であり、認証制度。農林水産
省が導入を推奨する農業生産工程管理手法の一つ。第二者機関の審査により、JCAPが正
しく導入されていることが確認された農場には、」GAP認証が与えられる。
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業振興基本計画 (体系)

大項目

くれ策の柱〉
中項目

く重点項目〉

1ヽ 項目

く取組方針〉

細項目

く施策〉

1-1-1

1-1-2

1-2-11-2 成・強1ヒ

1-2-2-1
の強化に努めます。

1-2-2

育

成

トト3 多様な担い手の育成・支援

卜2-卜9農地中間管理機構を活用

確保・育成
1-1 手ヽの 1-1-1-1

就農・定着まで一貫した支援を行います。

1-1-1-2 人・

1-1-1-3

1-1-2-3

1-1-2-1

1-1-2-2

1-1-3-1

1-2-1-2

1-1-3-2

て取

リーダーの育成に取り組みます。

組む兼業農家等を支援します。

」

き中心経営体を支援します。

化の取

1 農林業を支える担い手づくり

UA、 岩国農林水産事務所等)により地域の新規就農者
確保に取り組みます。

1-2-1-1本 市の

岩国農林水産事務所等)により新規就業者確保に取り組
みます。

2活 力ある農山村づくり

2-1 2-1-1 2-1-1-1 岸根ぐり、わさび等の
の生産振興 取り組みます。

2-1-2 2-1-2-1

2-1-3 2-1-3-1
産振興 取り組みます。

2-1-4 の 2-卜 4-1農 業生産工程管理 (GAP)の 理解促進に取り組
推進 むとともに、」GAP認証の を図ります。

2-1-4-2 し

2-1-5 2-1-5-1
す。

2-2農林産物の商品力強化
と地産・地消の推進

2-2-1 推進 2-2-1-1
す。

2-2-1-2
値を高め、消費拡大を進めます。

2-2-2 他産業との連携推進 2-2-2-1
します。

2-2-2-2

2-2-3 地域農産物の利用促進 2-2-3-1 エ

に取り組みます。

2-2-3-2

2-2-4 地域木材の利用促進 2-2-4-1 公共

2-2-4-2 「市産住こと

2-2-4-3 未不J

木材
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岩国市農林業振興基本計画 (体系)

大項 目

く歯策の柱〉

中項目

く重点項目〉

小項目

く取組方針〉

細項目

く施策〉

2-9農林業生産基盤の整備 2-3-1 農業生産基盤の整備 2-3-1-1 農地・農業用施設の整備を推進します。

2-3-2 林業生産基盤の整備 2-3-2-1林道等の路網整備を推進します。

2-4展山村の生活環境の向
上

2-4-1 生活環境の整備 2-4-卜 1農山村生活環境の整備・保全を推進します。

2-4-2 地域共同活動の促進 2-4-2-1 集落での共同活動を支援します。

2-4-3 鳥獣被害防止対策の推進 2-4-3-1岩国市鳥駅根唇防止計画に基づき「慢入防止」、「捕
獲」、「生患地管理」の3つの対策を総合的に実施します。

2-5展林業を活用した交流促
進

2-5-1 都市・農山村交流の促進 2-5-1-1農業体験活動や農山村資源・文化の伝承活動等、都市
住民との交流を促進します。

2-5-2 農村女性の活動促進 2-5-2-1 農林業に従事する女性組織・グループの活動を支援しま
す。

3 自然環境の保全

3-1多面的機能の維持・強
1ヒ

3-1-1 農地・農業用施設の整備・保
全

3-1-1-1 農地及

3-1-1-2

3-1-2 3-1-2-1

3-1-2-2

3-1-2-3
す。

3-2 3-2-1 9-2-1-1
の確保・育成

3-2-1-2
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